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（Ⅰ）法定業務 

 

(Ⅰ) 法  定  業  務   

 

１ 自立支援医療（精神通院）及び精神障害者保健福祉手帳の判定事務  

 

  精神障害者通院医療費公費負担等判定委員会は、12 名の判定委員で構成され、令和元年度

は毎月 2 回(第 2 金曜日、第 4 木曜日）開催された。  

 自立支援医療（精神通院）は、平成 22 年度から再認定申請における診断書の提出が 2 年に 1

度となったため、診断書による判定及び診断書無の承認件数は以下のとおりである。令和元年度

の承認件数は、前年度に比べ 3,148 件（7.0％）増加している。 

 精神障害者保健福祉手帳は、その精神疾患による初診から 6 ヶ月以上経過した診断書が必要

である。有効期限は交付日から 2 年が経過する日の属する月の末日となっているため、2 年毎に診

断書による更新、障害等級に定める精神障害の状態について認定を行っている。令和元年度の診

断書による手帳交付者数は 10,275 人 (内訳 1 級 2,956 人、2 級 5,394 人、3 級 1,907 人、前年

比 15.5％増）であった。 

  

 ○ 判定及び承認状況（診断書によるもの。数字は件数。） 

 

 （１）自立支援医療（精神通院） 

区分  

 

 

診断書有  診断書無  

承認  

 

承認合計  

 

 

判定  

(うち保留分 ) 

 

承認  

 

不承認  

（うち一部不承認） 

H27年度  26,448(486) 25,955 7 14,311 40,266 

H28年度  20,546(418) 20,111 16 21,465 41,576 

H29年度  27,668(604) 27,055 9 16,403 43,458 

H30年度  23,068(830) 22,217 32(11) 22,701 44,918 

R１年度   30,304(1,167） 29,100 49(12) 18,966 48,066 

 

 （２）精神障害者保健福祉手帳  

区分  

 

判定  

（うち保留分） 

等級内訳  承認合計  

 

不承認  

 １級  ２級  ３級  

H27年度  8,780(502) 2,566 4,238 1,446 8,250 28 

H28年度  8,612(526) 2,366 4,163 1,508 8,037 49 

H29年度  9,656(567) 2,704 4,671 1,681 9,056 33 

H30年度  9,632(691) 2,435 4,763 1,686 8,884 57 

R１年度  11,248(901) 2,956 5,394 1,907 10,257 90 
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(Ⅰ) 法定業務

２　精神医療審査会事務

(1) 報告書類の審査状況
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H27年度 3,220 3,220 0 0 1,313 1,313 0 0 35 35 0 0 4,568 4,568 0 0

H28年度 3,240 3,240 0 0 1,275 1,275 0 0 36 36 0 0 4,551 4,551 0 0

H29年度 3,425 3,425 0 0 1,232 1,232 0 0 29 29 0 0 4,686 4,686 0 0

H30年度 3,417 3,416 0 1 1,220 1,220 0 0 32 32 0 0 4,669 4,668 0 1

R1年度 3,517 3,517 0 0 1,282 1,282 0 0 23 21 2 0 4,822 4,820 2 0

(2) 退院等請求の審査状況
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H27年度 計 93 74 1 0 10 10 3 3 0 0 0 1 576

H28年度 計 76 59 1 1 10 4 1 1 0 0 0 0 400

H29年度 計 86 66 1 0 8 11 1 1 0 0 0 0 529

H30年度 計 90 77 0 0 9 4 6 2 1 0 1 2 335

措置入院 21 19 0 0 2 0 3 2 1 0 0 0

医療保護 60 47 0 0 2 11 17 16 0 0 1 0

任意入院 1 0 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0

計 82 66 0 0 5 11 22 19 2 0 1 0

R1年度
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定期病状報告書
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審査結果

　精神医療審査会は、精神障害者の人権に配慮しつつその適正な医療及び保護を確保するために、精神

科病院に入院している精神障害者の処遇等について専門的かつ独立的な機関として審査を行うために設

置されたものである。

　精神保健福祉法の改正により、平成14年4月1日から審査会の独立性をより強化するため審査会の事務は

精神保健福祉センターで行うこととなった。

  沖縄県精神医療審査会は、2合議体（医療委員6名・法律委員4名・有識者委員6名）で計16名の審査委員

で構成されており、毎月第1・第3金曜日の月2回開催している。

　審査業務としては、医療保護入院届・措置入院者及び医療保護入院者の定期病状報告書の書類審査と

精神科病院に入院中の患者及びその家族等からの退院請求及び処遇改善の請求審査を行っている。

　平成14年4月から退院等の請求の電話受理も精神保健福祉センターで行っており、令和元年度の電話相

談件数は、302件であった。また、退院等の請求の受理から結果通知までに要した日数は、令和元年度は

平均で20日となっている。
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